
親衛隊と衛兵の武装

藤　田　和　尊

1．室宮山古墳の親衛隊
（1）

報告書『室大墓』によれば、室宮山古墳の中心主体の一つ、後門部南主体は、40体前後にも及ぶ

武具形埴輪群により方形に取り囲まれていた。具体的には盾形、執形、甲胃形の各形象埴輪が知ら
（2）　　　　　　　　（3）

れ、盾形埴輪の上には革製街角付宵を写した埴輪が乗ることが判明したのは記憶に新しい。

これら、総高1．5m近い大形の武具形埴輪は、いずれもその正面を主体部の外側に向けて立て並

べられたとされており、それは、侵入しようとする者を威圧する、まさに結界としての意識の下で

樹立されたものなのだろう。

ところで、これら武具形埴輪は、敬形埴輪に代表されるように非常に写実的かつ丁寧なつくりで

あり、その埴輪工人は現物のモデルを目の前にして埴輪作成に当たったことを疑い得ない。それで

は、モデルとされたのは誰の武装状態だったのだろうか。

そこには2通りの可能性を想定できると思う。

第1には素直に、後円部南主体被葬者その人の、生前の武装を写したものと考えることであろう。

しかしながらこの場合、次に記すような矛盾が生じる。

まず、後円部南主体の甲冒保有形態を検討してみよう。残念ながら、盗掘後の調査であったため

不明な点も多いが、おそらくは報告書『室大墓』の「短甲を約1領分ばかり検出した」との記載は、

現存の遺物量や現在も石室の周囲で採集できる遺物の量からみても、副葬当時の実態からさほど掛

け離れていないものとみられる。石棺外の東西両方の小口付近などの石室空間に細片が散乱してい

たとの報告書の記載から、複数の甲胃セットを副葬していた可能性も考えられるが、いずれにせよ
l・1、

個人使用の範囲（1～2セット）を越えるものではなかったと考えられる。

そして本書第2章第3節で紹介した革綴衝角付官片の存在から、おそらくは三角板革綴衝角付督、
（5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）

Ⅱ－C頸甲、三角板革綴短甲で構成される「第I類型（⑳○型）≒3点セットを有する」の甲腎保

有形態が1～2セット副葬されていたと復元することが可能である。

そこで、国債された武具形埴輪群中の甲胃形埴輪に注目してみよう。室宮山古墳の甲宵形埴輪に
（7）

は、まず、高橋工氏分類のA－1型式（短甲と章摺を表現し、別々に成形して組み合わせる）、とA－

2型式（短甲と草摺を表現し、一体成形）が知られる。

両型式は甲胃形埴輪としては比較的古い型式に属し、共に写実的な表現をするものの、末だ技法

的には十分に発展していないためか、頸甲や胃をその上に乗せた表現をせずに、短甲と革摺のみを

表現することを特徴の一つにしている。そのため、この甲胃形埴輪に頸甲や腎が表現されていない

からといって、モデルとなった本来の武装にもこれらが伴わなかったと断定するのは早計である。
〔8j　　　　　　　　　　（7）

一方で、頸甲の装着を表現した短甲形埴輪があるので、B－1型式（頸甲から章摺までを表現し、

胃を別に作って挿入する）が存在する可能性はあるが、これは頚部付近が欠損しているのでいずれ
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ともいえない。

つまりここでは、督形の埴輪は、短甲形埴輪に組合わさる確例は兄いだせないことになるが、か

といって胃を着用しなかったとみることもできないということになる。
（9）

冒形埴輪はむしろ、盾形埴輪の上部に組合わされた確例がある。そして、現在知られる胃形埴輪

のいずれもが、革製街角付胃を写した表現であることに注目させられるのである。なお、盾形埴輪

の背面は表現していないので、そのモデルとなった者が、短甲や頸甲を装着していたか否かは不明

といわざるを得ない。

以上のように、個々の甲胃形埴輪のモデルとなった武装状態がそれぞれ、甲胃3点セットを装着

していたか否かは明らかにはできないが、この甲胃形埴輪に表現された武装を総体として眺めれば、

上から、革製衝角付腎、Ⅱ－C頸甲、三角板革綴短甲、革製草摺の組み合わせが主体を占めたもの

であることは認知できよう。

注目すべき点は、この時期において最も普遍的にみられる三角板革綴衝角付胃を表現した埴輪が、

現在のところ、1点も知られていないことである。

そこで仮に、後円部南主体被葬者の武装がその甲胃形埴輪のモデルとなったとすれば、そこには

当然、実際に副葬の知られた、鉄製の三角板革綴衝角付胃を写した埴輪もみられてしかるべきであ

ろう。ところが上記の通り、その甲宵形埴輪は革製衝角付胃を写したものであった。このことは、

その甲暫形埴輪群のモデルとなったものは、後門都南主体の被葬者の武装状態ではなかったことを

強く示唆するといえるだろう。

加えて革製街角付胃の性格を考えてみるとき、鉄製のそれよりも格が劣っていたとみるべき理由

がある。それは最新相の鉄製甲胃3点セットを副葬する、第I類型（⑳○型）の甲宵保有形態を採

ることのできる古墳は、中期全般を通じて畿内を中心に所在するという地理的優位性を認めること
（10）

ができ、それが地方に所在する古墳の場合には、前葉段階の懐柔・牽制策と評価したものを除き、
－11、

盟主墳を主体としてこの甲冒保有形態がみられるという階層的優位性もまた認め得るからである。

それならばなぜ、室宮山古墳という破格の古墳の中心主体に関わって樹立された甲胃形埴輪に、

革製衝角付胃が表現されているのだろうか。後門都南主体の被葬者の武装状態を写したものとする

には、格の劣る革製衝角付胃は相応しくないといわざるを得ない。

そこで、モデルとなった武装に対する第2の考え方を提示するために、この武具形埴輪群が立て

並べられた目的そのものから検討してみよう。

これらの武具形埴輪群は、いずれもその正面を主体部の外側に向けて国債されていた。それは侵

入しようとするものを威圧するべく、いわば結界の意識の下で樹立されたものであろう事は冒頭で

も述べた。

そこで、後円都南主体の被葬者の立場に立って、これら武具形埴輪が自分の周囲を取り囲むとい

う状況を考えるならば、まさに40体にも成りなんとするその武具形埴輪群は、かれの死後の世界を

警衛すべく立て並べられた、集団的軍備または軍団の象徴とみることができるだろう。

このように、かれを警衛する軍備または軍団の象徴との理解が可能であるとすると、翻ってかれ
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の生前にそのモデルとなったものを求めるならば、生前の「王」たるかれに近侍して身辺警衛の役

を担った親衛隊の武装状態であったと見倣すことも、あながち無稽とは言えまい。
・、1ご、

この親衛隊なるものの実態を解く鍵のひとつは、河内黒姫山古墳にある。その前方部竪穴式石室

で出土した24組の甲胃セットの評価については、従来は陪家における甲胃の大量埋納現象と同様に
（13）

考えられてきたし、筆者もまた安易に、同等のものと評価する誤りを犯した。

しかしながら、主項墳丘上の別施設への被葬者を伴わない甲宵大量埋納の行為と、あえてそれと

は別の墳丘を設け、被葬者を伴う陪家におけるそれとは、本来、全く別の背景や発想から成された

もの、と考えるべきであった。
（14）

別稿でも論旨を一部訂正したが、黒姫山古墳前方部出土の頸甲には、同報告書に図示されたⅢ－

d頸甲のほかに、Ⅲ－C頸甲も相当数認められることが判明した。

現在のところ、保存処理過程にあるため詳細は知り得ないが、仮に、横矧板鋲留短甲にはⅢ－d

頸甲が、三角板鋲留短甲にはⅢ－C頸甲がセットになった状態でこの石室に埋納されていたことな

どが判明したとすると、それぞれの甲胃セットは、製作時さらには入手、使用時のままのセット関

係を保ったままの状態で埋納されたことになる。これは陪家での大量埋納のありかたとは似て非な
（15）

るものである。

狭小な石室空間をことごとく埋めるごとく多量の甲冒セットを埋納するという、葬送に伴う作業

の中で、このセット関係に若干の乱れが生じることは当然予想されるところである。また、人体埋
（16）

葬を伴わない前方部石室出土の甲胃にも蝿のサナギが付着した痕跡があるらしく、このことから、
（16）

これらの甲胃は残屋に遺体と共に並べられていたとの想定も為されているが、その想定の当否はと

もかくとして、そのような幾度もの非着用状態での移動を経るにつれ、24セットの甲胃の中で当初

のセット関係にも乱れが生じる可能性も高まろう。

しかしながら上記のような理由で、当初のセット関係が乱れているような場合でも、セットとな

るべき頸甲と短甲の数量的検討から、大勢として先述のようなセット関係を保った状態で埋納され

たとの判断が可能となった場合には、これら24領の甲宵は24人の個人それぞれの所有物であったこ

とを断定できるであろう。

それならば、各個人24人の所有物であった24セットもの甲胃を、同時に主墳の墳丘上に大量埋納

する行為とは、いかなる出来事を契機にしたと考えられるだろうか。それは当然、後円部被葬者、

つまりこの古墳の主の死が契機になったとみるべきであろう。

では次に、なぜそれは埋納されたのか。換言すれば、なぜ廃棄されたか、あるいはなぜ不要になっ

たのだろうか。

後円部被葬者の死に際して、これら24領の甲胃セットはそれぞれの持ち主から供献され、もはや

不要のものとして埋納されるわけであるから、24人の人物は後円部被葬者の死によってその職掌を

解かれたとみるべきである。そのような武装集団として想定できるのは、後円部被葬者に直属して

かれを警衛していた親衛隊こそが最も相応しい。

つまり、生前の黒姫山古墳の被葬者を警衛するべく、かれから貸与された甲胃を着用した24人の
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武人を核として成立していた親衛隊は、被葬者の死に伴い自動的にその人的組織は解体され、一方

で死後の被葬者を警衛するべく、忠誠の証しとしてそれぞれが貸与されていた甲胃を前方部石室に

供献するという葬送儀礼が為されるのであろう。

その核となった24人の甲胃3点セットによる武装状態を、出土状況にしたがって整理しておくと

概ね次の通りである。なお、A～Cでは複数の宵がセットとなる場合がある。

A．甲宵3点セットなどを持つ、第I類型（⑳○型）もしくはそれに準じる者が12人

B。襟付短甲と街角付胃の組み合わせの者が1人

C．短甲と宵を持ち頸甲を有さない、第Ⅴ類型（×○型）の者が7人

D．短甲のみを持ち、胃・頸甲を有さない、第Ⅶ類型（××型）の者が4人

このAからDに至る武装の差は、階層差とともに、警衛するべき担当部署の差異が反映する場合

もあったものと考えられる。なお、A・B間の階層的差違については、後述するように、襟付短甲

は親衛隊の武装として特に区別して扱われていた可能性が高いので、親衛隊組織に限っては、むし

ろBの組み合わせの者がリーダー格ではなかったかと思われる。

さて、室宮山古墳の墳丘内においてもこの種の甲胃等大量埋納施設の存在は当然予想されてよい

が、現在のところその存否さえ不明である。そこで、室宮山古墳の親衛隊の武装状態を復元するに

際し、いま一度、武具形埴輪群に注目してみよう。

さきに述べた通り、この軍事集団の甲胃による武装を総体として眺めれば、上から、革製衝角付

冒、Ⅱ－C頸甲、三角板革綴短甲・革製草摺の組み合わせが主体を占めたことが判る。

個々の甲胃形埴輪のモデルとなった武装状態がそれぞれ、どのような甲胃セットを装着していた

かは必ずしも明らかにできないが、おそらくは黒姫山古墳の場合に想定したように、親衛隊組織の

中でより上位の階層にあった者は、より完全に近い武装状態であったと考えてよく、革製衝角付胃、

Ⅱ－C頸甲、三角板革綴短甲の甲胃セットを着用するものを筆頭に、短甲のみの者など、当時は各

種の甲胃保有形態がみられたのであろう。

なお、室宮山古墳の築造時期からすれば、黒姫山古墳にみられた第V類型（×○型≒育あり、頸
（17）

甲を有さない）は稀で、逆の第Ⅵ類型（⑳×型≒頸甲あり、官有さない）が一般的である。このこ

とからすれば室宮山古墳においては、高橋工氏分類のB－1型式とした甲胃形埴輪は、実は胃を有

さない第Ⅵ類型（⑳×型）の武装状態を忠実に表現した可能性がある。

さて、室宮山古墳においては甲胃の副葬の知られる主体部は現在3箇所を確認でき、うち後門都

南主体、陪家ネコ塚古墳においては鉄製の衝角付胃の存在を確実視してよい。なぜなら後円部南主

体では実際に採集資料（本書第2章第3節参照）があり、陪家ネコ塚古墳の場合には甲胃の大量埋納

を想定できるので、その性格からして主として鉄製の衝角付胃が副葬されたとみるのが妥当だから

である。

にもかかわらず、後円部墳頂を巡る甲胃形埴輪には革製衝角付胃が表現されており、これを本境

の中心主体の被葬者の武装を写したものとするのは、実際上も格の上でもふさわしくないことを述

べてきた。そしてこれを親衛隊の武装状態を表現したものと考えることによって、この矛盾を解消
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しようとしたのである。

このことが妥当であるとすると、親衛隊の武装は、革製衝角付宵の着用を通じて、明らかな差別

化が図られていたと認めることができるであろう。

そこで注目されるのは前方部北張出部被葬者の武装である。ここではその革製街角付胃の副葬が

知られ、ほかにⅡ－C頸甲と三角板革綴短甲の存在が知られた。これはまさに甲胃形埴輪から復元

し得た親衛隊の、しかもそのリーダーたるものの武装状態であった。つまり前方部北張出部被葬者

は、生前、後円部被葬者に仕えた親衛隊長たる職掌にあった人物と見倣すことが可能となる。
（18）

この主張の前提となる、革製衝角付胃の差別化には類例がある。野中古墳の第1列では10具の甲

冒セットのうち3具に革製衝角付胃が伴ったが、そのいずれもが南西端に集めて並び置かれた3領

の三角板革綴襟付短甲の内部に収納され、しかも、この3領にだけ剣が伴った。ここには明らかに

意識された差別化が認められるのである。

室宮山古墳の検討から導き出された「親衛隊の武装は革製衝角付胃によって差別化されていた」

との仮説を、室宮山古墳の破格の規模と内容ゆえに、中期古墳研究全般に普遍化できるとすれば、

上記の野中古墳での状況も理解しやすい。

それはおそらく、親衛隊が武装すべき甲胃セットが、それ以外の者に貸与するべく蓄積された甲
－1t）、

胃セットと、武器庫の中で、明確に区別されていたことの現れであろう。

ゆえに、10具の甲胃セットの3：7という比率は、少なくとも野中古墳の葬送儀礼を取り仕切っ

た者の意識のうえでは、かなり実態に近い数字ではなかったかと思われる。

また、この野中古墳の状況に鑑みれば、襟付短甲もまた、ある時期、親衛隊の武装として意識さ

れ、差別化されていた可能性が高い。襟付短甲はその後衰退するようであるが、黒姫山古墳前方部

で1領のみ鋲留式の襟付短甲が埋納されたことは、かつてこの種の短甲に与えられた性格の名残で

あろうか。

2．親衛隊と衛兵のための武装

以上述べてきたように、革製衝角付胃と襟付短甲は親衛隊の武装として差別化されていた可能性

が高い。関連する資料を集成してみると、襟付短甲は6古墳、襟付短甲を写した埴輪は2古墳、革

製衝角付胃は3古墳、革製衝角付胃を写した埴輪は4古墳からの出土が知られている（次頁表参照）。
・ご（「

北野耕平氏の指摘の通り、襟付短甲は畿内中枢部付近でしか出土していないし、それを写した埴

輪や革製衝角付宵およびその埴輪を含めても畿内に著しい集中傾向をみせる。
（21）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）

例外の一つは筑後・月の岡古墳で、三角板革綴襟付短甲を写した埴輪の存在が知られている。た

だし本項の甲胃保有形態は、筆者が月の岡パターンと呼んだもので、その被葬者は地方に拡散した
（23）

甲胃集中管理体制の体現者であったと想定でき、加えて、月の岡パターンの古墳被葬者は畿内政権
（24）

からのいわば派遣将軍であった可能性が高いので、本項を取り立てて例外視するには及ばない。

逆にこのことからも判るように、襟付短甲と革製衝角付胃は畿内に極めて特徴的な遺物であり、

その用途の特殊性がこのような分布の特性にも現れていると評価するべきであろう。もう一つの例
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（25）

外的存在、丹後・鴫谷東1号項については後述する。

襟付短甲および革製衝角付胃が出土した主体部または施設を確認しておくと、野中古墳第1列、
（26）

黒姫山古墳前方部石室、円照寺墓山1号墳小石室の3例が遺物埋納用の副次施設からの出土である

が、それ以外はいずれも人体埋葬を伴う、中心主体からの出土である。
（27）

また、襟付短甲を副葬する主体部で、それ以外の短甲を共伴しない例は百舌鳥大塚山古墳1号榔、
（28）

乗車塚古墳の2例であり、また、革製街角付胃を副葬する主体部で、他に胃を共伴しない例は室宮

山古墳北張出部の1例のみとなっている。つまり、他の通有の短甲や衝角付胃を共伴する例が比較

的多いことになる。

室宮山古墳、野中古墳、黒姫山古墳の3項の襟付短甲または革製衝角付胃については先述の通り

だが、それ以外の「差別化された甲胃」およびそれを写した埴輪を出土する古墳についてはどのよ

うに評価するべきであろうか。この場合、2通りの想定が必要だと思う。

第1には、かれらにも親衛隊組織が伴うことも有り得るから、これら差別化された甲胃は原則に

忠実に、その親衛隊に与えられ、別の1具などが被葬者自身の甲胃であったとする見方。この場合、

墳丘上の差別化された甲胃を写した埴輪は、室宮山古墳と同様、親衛隊の武装がモデルになったと

みる。

第2には、この原則が守られず、かれら自身が武装するべくこれら差別化された甲胃が下賜され、

かれら自身が政権中枢の衛兵として位置付けられていたとの見方。この場合には墳丘上の差別化さ

れた甲胃を写した埴輪は、被葬者自身が用いた甲胃がモデルになったとみる。

ここで第2の見方の場合、「親衛隊」とするべきところを「衛兵」と表現を変えている理由は次

のとおりである。

黒姫山古墳にみたように、首長個人に仕える親衛隊は、その首長の死によって解体する。そして、

旧国名 古墳名 （主体部名） 襟付短甲 同埴輪 革製街角付宵 同埴輪 文献

大　 和 室宮山 （後 円 部） ● －
室宮山 （北張出部） ● －
推定　 扱上鐘子壕 ● （31）

円照寺墓山　 1号 ● （26）（18）

河　 内 野　 中 （第 1 列） ● ● （18）

墓　　　 山 ● （18）

黒姫山（前方部石室） ● （12）

東　 車　 塚 ● （28）

和　 泉 西　 小　 山 ● （32）

百舌鳥大塚山（1号榔） ● （27）

摂　 津 高廻 り2号 ● （34）

豊中大塚 （東　 郷） ● （33）

丹　 後 鴫谷東 1号 ● （25）

筑　 後 月　 の　 岡 ● （21）

襟付短甲、革製街角付胃および同埴輪出土古墳一覧
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室宮山古墳の場合には張出部に葬られた親衛隊のリーダー格の被葬者の分を除き、首長から親衛隊

に貸与されていた甲胃は、主項墳丘上の遺物埋納用副次施設か、未だ検出例はないが可能性として

陪家、に埋納されるとみられる。したがって、第2の見方で理解するべき、実際に差別化された甲

胃を副葬していた、後述の数基の古墳の被葬者までをも親衛隊に属していたとみることはできない。

そこで親衛隊の性格の幅をやや広くとり、かれらの職掌として、中期畿内政権の所持した各種施

設の警衛にあたった衛兵とその長を加えたいと思う。つまり、第1の見方で評価すべき場合には親

衛隊のために、第2の見方で理解する場合には衛兵組織のために、共に警衛という意味では共通し

た職掌のために差別化された甲胃として、襟付短甲と革製衝角付胃を位置付けておきたいと考える。

衛兵組織は、首長個人に仕える親衛隊とは異なり、政権中枢の機構そのものに属するから、首長

の死によって解体することはなく、組織の拡充が行われたり、構成員に欠員がでれば、常に補充さ

れるべき性質のものである。

なお、「衛兵」は字義のうえでは「親衛隊」を含むが、上記のように、着用者がそのどちらに所

属したかによって「差別化された甲腎」の最終的な埋置時の運命が異なると理解されるので、敢え

て衛兵と親衛隊を区別して扱う。

また、第2の見方に関しては、仮に差別化された甲腎の存在を認めたにせよ、それが副葬される

ことをもって特殊な職掌「衛兵」を想定することに批判があるかもしれない。

しかしながら、これら差別化された甲胃が畿内に著しい集中傾向をみせることは、それに特殊な

用途があったことを示唆するものである。

また、当然予想されることであり、以下に検証していくが、第1の見方の可能な古墳は、ほぼ畿

内中枢の大形項に限定される。これは差別化された甲宵の着用可能な親衛隊組織を持つことのでき

た階層は、かなり上位の者に限られたことを示している。

こういった上位の階層間においてこそ、差別化された甲胃は親衛隊の武装として特別な意味が与

えられていたわけであるから、その配布に際しても通有の甲胃とは厳しく区別され、特殊な意義づ

けが為されていたと理解しなければならないであろう。

以上、前置きが長くなったが、それでは個々の事例について確認していこう。襟付短甲を写した
（29）

埴輪の出土が知られる墓山古墳は野中古墳の主項であるから、これは明らかに第1の見方でよい。

なお、念のために今一度申し添えておくが、野中古墳第1列の差別化された甲宵を親衛隊に所属し

た個々人が着用したものと考えている訳ではない。飽くまでも、親衛隊および衛兵の用に供するた

めに、公の武器庫に保管、備蓄されていた甲胃と理解するのである。
（30）

また、伝御所市出土とされる革製衝角付胃を写した埴輪は、室宮山古墳のそれとは様相を異にし
（31）

ており、室宮山古墳に後続する盟主填、液上鐘子塚古墳からの出土が推定される。扱上錐子塚古墳

は規模こそ墳長約150mと、室宮山古墳に比してやや縮小しているが、竪穴式石室に長持形石棺を

収めていたことが判っている。

つまり、畿内中枢の大王墓もしくはそれに準じるような規模や内容をもつ、大形の前方後円墳の

後円部墳頂においては、室宮山古墳にみた状況、すなわち、かれの親衛隊の「差別化された甲胃」
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を含む甲督形埴輪と扱、盾を表現した武具形埴輪を国債する状況、を普遍化できると考えられるの

である。

前方後円墳であり、かつ、竪穴式石室と長持形石棺の組み合わせを重視し、さらに甲胃保有形態

の優秀さにも鑑みれば、地方所在で規模はやや小さいながら、月の岡古墳は第1の見方をするべき

古墳かもしれない。8領の短甲を副葬しながら、敢えて襟付短甲を写した埴輪を樹立している状況

はこれを支持すると言えるだろう。中期畿内政権からの派遣将軍と想定しているがゆえに、畿内中

枢の大形墳と同様に、親衛隊に警衛された被葬者の姿を思い描くのである。

次に第2の見方、すなわち、かれら被葬者自身が武装するべくこれら差別化された甲胃が下賜さ

れ、かれら自身が政権中枢の衛兵として位置付けられていたとみなすべき事例について検討してみ

よう。

まず、1領の襟付短甲以外には他の短甲を共伴しない例には乗車塚古墳がある。後方部の中心主

体からの出土で、室宮山古墳の親衛隊長と推定した北張出部のそれと同様、被葬者自身が着用する

甲胃としてその1具のみが選択されているわけだから、第1の見方は成立し得ない。その他、百舌

鳥大塚山古墳の場合にはここで検討することも可能であるが、いささか複雑な状況を呈するので後

述する。

次に、第2の見方で理解するべきものの中で、差別化された甲督以外にも甲胃セットの知られる
（32）　　　　　　（33）

例には、円照寺墓山1号填、西小山古墳、豊中大塚古墳東廓がある。

この場合には第1の見方、第2の見方ともに成り立つようにも思われるかもしれないが、これら

はいずれも円墳または方墳で、加えて、差別化された甲宵は全て頭位側からの出土であることが注

意される。

円照寺基山1号項の場合には甲宵は全て頭位側に設けられた小石室から出土しているのであまり

参考にはならないものの、西小山古墳の場合には東西に主軸をとる石室の両小口に甲腎を分けて副

葬するが、問題の革製衝角付胃は、頭のすぐ東に四方白金銅装眉庇付胃とともに置かれていた。ま

た、豊中大塚古墳東廓でも甲腎セットを北南に分け置き、頭位側である北側の遺物の配置は南から

順に、人体頭位置→襟付短甲→傍製方格規矩鏡→三角板革綴衝角付胃→襟付短甲、その内部に三角

板革綴衝角付胃などとなっていた。

つまり、足元に配置した別の甲督セットよりも、差別化された甲胃たる革製衝角付宵や襟付短甲

の方をむしろ重視しているのである。西小山古墳で四方自金銅装眉庇付腎と同等の扱いをしている

状況や、豊中大塚古墳東廓で唯一の鏡を襟付短甲で挟み置く状況はこのことを雄弁に物語る。

もしも第1の見方をとり、これら差別化された甲胃を自らの親衛隊に貸与していて、それが副葬

されるとすれば、親衛隊の甲宵の方をむしろ重視して副葬するなどということは考え難い。やはり

これらの古墳の差別化された甲胃も、被葬者自身が着用したもので、しかもそれはかなり重視され

ていたとみることができるだろう。

このようにみてくると、予想されたこととはいえ、第1の見方で評価できる古墳と、第2の見方

で評価すべき古墳との差は、その古墳の規模・墳形・内部主体など、いわば格の違いに因るところ

－53－



が大きい。
＼こ1ll

したがって、高廻り2号項と鴫谷東1号境は、第2の見方で理解すべき古墳と言えるだろう。た

だし主体部の削平および撹乱のためか、両墳では実際には甲胃は出土していないので、もしも差別

化された甲胃の副葬がなかったとすると、畿内中枢の大形墳被葬者に仕えた、親衛隊の職掌にあっ

た人物である可能性を捨て切れないことになる。

っまり、親衛隊当時の差別化された甲胃は既に返納しているが、その職掌に就いていたことを象

徴的に示すために、埴輪に写して樹立するということはあり得ないことではない。これとは状況は

異なるが、黒姫山古墳の場合、前方部石室にはその親衛隊のリーダーが着用していた可能性のある

襟付短甲1領が既に埋納されているので、そのリーダーの葬られたであろう古墳、おそらくは陪家

のうちの1基、には実際には襟付短甲の副葬はなく、墳丘上にそれを写した埴輪を樹立するといっ

たことも有り得るべきことである。

さて、度々述べるように、第2の見方とは、被葬者自身が武装するべくこれら差別化された甲胃

が下賜され、かれら自身が政権中枢の衛兵として位置付けられていた、というものである。

であればこそ、差別化された甲胃とそれにかかわる埴輪は畿内に著しい集中傾向を見せた。これ

は、畿内政権にとって信頼の置ける人物が選択された結果とみられ、その組織の構成員は畿内出身

者を中心とした、政権に従順な中小の首長で占められたのであろう。そしてかれらにとってみれば、

手に入れた差別化された甲胃は、政権から特別な信頼を得た証しとして誇るべきものであり、副葬

の状態から判るように、当然大切に扱うべきものであった。

ここまでを確認しておいたうえで、保留しておいた2基の古墳の検討に移ろう。

まず、百舌鳥大塚山古墳の場合には、政権中枢の百舌鳥古墳群中にあって墳長159mの堂々の規

模を有するので、そこから見て取ることのできる状況は、いささか複雑であると共に興味深い。

襟付短甲は人体埋葬を伴う1号榔からの出土で、衝角付宵の伴出が知られる。後円部のほぼ中央

に営まれた1号郷は中心主体であり、それ以外の甲胃の共伴は知られない。

ここまで述べてきたことが妥当であるとすると、襟付短甲と衝角付胃に身を固めた百舌鳥大塚山

古墳の中心主体の被葬者は、まさに中期畿内政権の中心にあって、衛兵組織の最上級のリーダーた

る職掌を務めた人物ではなかったかと思われる。

ただ、159mという墳長規模を有しながら、中心主体さえも粘土柳であったことは、この職掌に

対する階層的な位置付けが、やや低いものであったことを示唆する。さきに第1の見方で評価した

黒姫山古墳（墳長116m）や扱上鐘子塚古墳（墳長約150m）と比べると、墳丘規模はほぼ同等か百

舌鳥大塚山古墳の方がむしろ大きい。しかし、黒姫山古墳は別技式の石棺、扱上鐘子塚古墳は長持

形石棺を、それぞれ後円部の竪穴式石室に収めていたとされ、主体部構造の上での格差を看取する

ことが可能なのである。
°　　　°

そして、複雑な状況とは次のことを指す。そんなかれ、衛兵組織の最高リーダーたる百舌鳥大塚

山古墳の被葬者にも親衛隊が伴ったと考えられるのである。1号柳の北側に接するようにして設け

られた2号榔は遺物埋納用施設で、短甲5領と衝角付冒1鉢などの出土が知られている。さらにそ
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の北には、乱掘が激しいもののこれも遺物埋納用とされる3号郷があって、ここでも甲宵などの埋

納が知られる。

中形の前方後円墳の墳丘内に遣物埋納用施設を設けて甲宵を大量埋納する様は、さきにみた黒姫

山古墳の前方部石室と同様、中心主体の被葬者の死が契機になったと理解することが最も合理的な

解釈であり、親衛隊の解体に伴う埋納行為とすることが妥当である。

このように、百舌鳥大塚山古墳の被葬者は、衛兵組織の最高リーダーであり、なおかつ、かれに

は親衛隊も伴ったとみられる。つまり、第1と第2の見方の双方の側面を併せ持つ、極めて特殊な

存在なのである。

したがって、百舌鳥古墳群に百舌鳥大塚山古墳が属し、その被葬者が政権の中枢にあることは、

むしろ当然といえるであろう。それでもなお、かれの甲胃全ては、大王墓の陪家被葬者の手を経た
（35）

後でなければ入手できなかったとみられることを、蛇足ながら付け加えておこう。

最後に、畿内を離れて丹後に所在する鴫谷束1号項は、ある意味では唯一の例外的存在とも言う

べきであるが、その理由を次のように説明することは可能ではないか。
（36）　　　　　（37）

鴫谷東1号項の所在する加悦谷では、前期には白米山1号填、蛭子山1号項と前方後円墳の首長

項が続くが、中期に入ると比較的大形の円墳が首長境になる。鴫谷東1号墳（直径48m）もまさに

その1基なのであるが、この首長墓系譜にみえる墳形の変化は、前期に比べて首長権力の弱体化が

進んだことを示すと共に、逆説的にいえば、中期畿内政権による強い規制と影響力がこの地に及ん

だことの証しでもある。

前期以来の伝統的首長とみるべき鴫谷東1号境の中心主体の被葬者が、死に際して円墳に葬られ

ることに異を唱えなかったのは、かれが中期畿内政権に対して従順な首長であったことを示唆して

いる。おそらくは、中期畿内政権のこの地への介入の過程で、そうしたかれの従順さが買われたの

ではないだろうか。

したがって畿内以外でも、差別化された甲胃やそれを写した埴輪が出土することがあり得ない訳

ではない。ただ、その古墳の被葬者が従順であり、かつ中期畿内政権にそのことが認められたうえ

で、そのいずれかの職掌に就いたとみられる場合に限られるのであろう。
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